
大 市 総 第 １ １ 号

令和４年６月２日

大 村 市 議 会 議 長

大 村 市 議 会 議 員

大村市各行政委員会委員長 殿

大 村 市 監 査 委 員

各 報 道 機 関

大村市長 園 田 裕 史

市議会定例会の招集について（通知）

このことについて、別紙（写）のとおり告示したので通知します。



大村市告示第１０５号

大村市議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年６月２日

大村市長 園 田 裕 史

１ 招集日時 令和４年６月１０日（金） 午前１０時

２ 招集場所 大村市議会議場
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令和４年度大村市一般会計補正予算（第１号）

令和４年度大村市一般会計補正予算（第２号）

令和３年度大村市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越しの報告につ

いて

令和３年度大村市一般会計予算の事故繰越しに係る繰越しの報告につ
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報告第７号

報告第８号

令和３年度大村市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計

画について

令和３年度大村市下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画に

ついて



第４１号議案

大村市税条例等の一部を改正する条例

（大村市税条例の一部改正）

第１条 大村市税条例（昭和２５年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

第１１条の４中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改める。

第２６条第４項を次のように改める。

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２８条の３第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

第２６条第６項を次のように改める。

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２８条の３第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額に

ついては、適用しない。

第２６条の８第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告

書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の県民

税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改

める。

第２８条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する

源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己

と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限

る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。

第２８条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。

( 1 )



(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第

４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円

以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名

第２８条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手

当等（第３５条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退

職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 特定配偶者の氏名

第３５条の６中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。

第５３条の２中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定する固定資

産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」に改

める。

第５３条の３第１項中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当

該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改め

る。

附則第１３項の７中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」を

「令和７年」に改める。

附則第２１項の３の２中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条

の８」に改める。

附則第２９項を次のように改める。

２９ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株

式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係

る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につい

て特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受け
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た場合に限り適用する。

附則第３６項の２１を次のように改める。

３６の２１ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第２８条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

附則第３６項の２６を次のように改める。

３６の２６ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第２８条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

附則第３６項の２８中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得

税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改

め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。

附則第４４項及び第４５項を削る。

（大村市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 大村市税条例の一部を改正する条例（令和３年大村市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。

第２８条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６

歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「有し

ない者を除く」を「有する者」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。

(1) 第１条中大村市税条例第２８条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第２８

条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第１３項の７及

び第２１項の３の２の改正規定並びに同条例附則第４４項及び第４５項を削る改

正規定並びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年

１月１日
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(2) 第１条中大村市税条例第２６条第４項及び第６項、第２６条の８第１項及び第

２項、第２８条の２第１項ただし書並びに第３５条の６の改正規定並びに同条例

附則第２９項、第３６項の２１、第３６項の２６及び第３６項の２８の改正規定

並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日

(3) 第１条中大村市税条例第１１条の４の改正規定、同条例第５３条の２の改正規

定及び同条例第５３条の３の改正規定並びに次条並びに附則第４条第１項及び第

２項の規定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条

第２号に掲げる規定の施行の日

（納税証明書に関する経過措置）

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の大村市税条例第１１条の４（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書

の交付について適用する。

（市民税に関する経過措置）

第３条 第１条の規定による改正後の大村市税条例（次項において「新条例」とい

う。）第２８条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の

日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべ

き第２８条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に

規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定に

よる改正前の大村市税条例（次項において「旧条例」という。）第２８条の３の２

第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書につ

いては、なお従前の例による。

２ 新条例第２８条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）について提出する新条例第２８条の３の３第１項に規定する

申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出

した旧条例第２８条の３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例に

よる。

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の大村市税条例の規定中個人の市民
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税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和

５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第４条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の大村市税条例第５３条の２

（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施

行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１

項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。

２ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の大村市税条例第５３条の３（地方

税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日

以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による

措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

地方税法等の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するととも

に、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第４２号議案

大村市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部

を改正する条例

大村市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例（平成６年

大村市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中「７，

５６０円」を「７，７００円」に改める。

第９条及び第１０条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。

第１３条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を

「３１６，２５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大村市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例

の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、

同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

公職選挙法施行令の改正を踏まえ、選挙運動用の自動車の使用並びにビラ及びポス

ターの作成に要する経費に係る公費負担の限度額を引き上げるため、この条例案を提

出するものである。
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第４３号議案

大村市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

大村市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年大村市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。

第３条第２項中「精神科」の次に「、脳神経外科」を加える。

附 則

この条例は、令和４年７月１日から施行する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

診療科目に脳神経外科を追加するため、この条例案を提出するものである。
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第４４号議案

大村市永久の森条例の一部を改正する条例

大村市永久の森条例（平成８年大村市条例第１５号）の一部を次のように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

永久の森の区域内の土地の一部（道路用地）を当該区域から除外するため、この条

例案を提出するものである。

「

別表中 を

」

大村市東大村２丁目１８０５番

〃 １８０８番３

１６．１４

「

に改める。

」

大村市東大村２丁目１８０５番

〃 １８０８番３

〃 １８０８番７５

〃 １８０８番７６

〃 １８０８番７７

１５．４９
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第４５号議案

大村市営駐車場条例の一部を改正する条例

大村市営駐車場条例（平成２４年大村市条例第１８号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「で中心市街地を訪れる」を「を利用する」に、「向上させ、中心市街地

の活性化を図る」を「向上させる」に改める。

第２条の表に次のように加える。

第２条に次の１項を加える。

２ 前項に定めるもののほか、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の２第

１項の規定に基づき駐車料金を徴収する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとす

る。

第５条第２項中「駐車場から出場させる」を「出庫させる」に改める。

別表を次のように改める。

別表（第５条関係）

大村インターチェンジ駐車場 大村市池田２丁目１０４８番地

大村車両基地駅前駐車場 大村市宮小路三丁目１０５２番地１

名称 位置

新大村駅東口駅前駐車場 大村市植松３丁目１１５番地１

新大村駅西口駅前駐車場 大村市植松３丁目１４８番地５

名称 駐車時間の区分 使用料

大村市駅前駐車場、大村市東

本町第１駐車場及び大村市東

本町第２駐車場

２４時間以

内の場合

入庫から１時

間まで

無料

１時間を超え

２４時間まで

３０分までごとに

５０円を加算した

額。ただし、１，

０００円を上限と

する。
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２４時間を超える場合 １，０００円に２

４時間を超える３

０分までごとに５

０円を加算した

額。ただし、当該

加算額は、２４時

間までごとに１，

０００円を上限と

する。

大村インターチェンジ駐車場 無料

大村車両基地駅前駐車場 ２４時間以

内の場合

入庫から２０

分まで

無料

２０分を超え

３０分まで

１００円

３０分を超え

２４時間まで

１００円に３０分

までごとに１００

円を加算した額。

ただし、５００円

を上限とする。

２４時間を超える場合 ５００円に２４時

間を超える３０分

までごとに１００

円を加算した額。

ただし、当該加算

額は、２４時間ま

でごとに５００円

を上限とする。

新大村駅東口駅前駐車場及び

新大村駅西口駅前駐車場

２４時間以

内の場合

入庫から２０

分まで

無料

２０分を超え

３０分まで

１００円

( 10 )



附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条に表を加える改正規定（大村

車両基地駅前駐車場の項に係る部分に限る。）、同条に１項を加える改正規定及び別

表の改正規定（大村車両基地駅前駐車場の項及び新大村駅東口駅前駐車場及び新大村

駅西口駅前駐車場の項に係る部分に限る。）は、公布の日から起算して４月を超えな

い範囲内において規則で定める日から施行する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

大村車両基地駅前及び新大村駅前に有料の駐車場を設置するとともに、所要の改正

を行うため、この条例案を提出するものである。

３０分を超え

２４時間まで

１００円に３０分

までごとに１００

円を加算した額。

ただし、１，００

０円を上限とす

る。

２４時間を超える場合 １，０００円に２

４時間を超える３

０分までごとに１

００円を加算した

額。ただし、当該

加算額は、２４時

間までごとに１，

０００円を上限と

する。
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第４６号議案

大村市自転車の安全利用及び自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正す

る条例

大村市自転車の安全利用及び自転車等の放置防止に関する条例（平成２６年大村市

条例第１号）の一部を次のように改正する。

第１２条の見出し中「内の自転車等に対する措置」を「の設置等」に改め、同条第

２項を同条第４項とし、同条第１項中「別表に掲げる」を削り、同項を同条第３項と

し、同条に第１項及び第２項として次の２項を加える。

公共の場所における自転車等の放置の防止に資するため、本市に自転車等駐車場

を設置する。

２ 本市が設置する自転車等駐車場（以下単に「自転車等駐車場」という。）の名称

及び位置は、別表のとおりとする。

第１２条に次の２項を加える。

５ 市長は、自転車等駐車場の収容能力を超える自転車等の駐車があったときその他

管理上支障があると認めるときは、自転車等駐車場の利用を制限することができる。

６ 自転車等駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に

従い、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

別表に次のように加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、

公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

新大村駅西口駅前駐輪場 大村市植松３丁目１５３番地１

大村車両基地駅前駐輪場 大村市宮小路三丁目１０５２番地１
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（提案理由）

新大村駅西口駅前及び大村車両基地駅前に駐輪場を設置するとともに、当該駐輪場

において放置自転車等に対する必要な措置等を講ずるため、この条例案を提出するも

のである。
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第４７号議案

大村市都市公園条例の一部を改正する条例

大村市都市公園条例（昭和４９年大村市条例第５号）の一部を次のように改正する。

別表第１に次のように加える。

附 則

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

都市公園として新大村駅公園を設置するため、この条例案を提出するものである。

新大村駅公園 大村市植松３丁目１１５番地１
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第４８号議案

動産の買入れについて

次のとおり動産を買い入れる。

１ 買い入れる動産 消防ポンプ自動車

２ 買入れの方法 指名競争入札

３ 買 入 れ 金 額 ２１，９４５，０００円

４ 買入れの相手方 大村市大川田町１００１番地２

株式会社ユタカ防災サービス大村支店

支店長 丸山 昌継

５ 納 入 期 限 令和５年２月２８日

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第４９号議案

公有水面埋立に係る意見について

公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第３条第１項の規定により、令和４年

３月１４日付け３港許第４号をもって、下記の件について長崎県知事から公有水面埋

立に係る意見を求められたので、異議ない旨意見を述べるものとする。

記

１ 出願者

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号

国土交通省 九州地方整備局 局長 藤巻 浩之

２ 埋立の場所

大村市箕島町５９３番１の地先公有水面

３ 面積

１７，９００.９４㎡

４ 埋立地の用途

空港用地及び道路用地

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第５０号議案

工事請負契約の変更について

令和３年９月２１日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和４年３月１６日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「新大村駅

周辺地区東口駅前広場ガレリア建築工事」に係る工事請負契約について、契約金額を

次のとおり変更する。

変更前 １８７，０６３，８００円

変更後 ２０６，４２７，１００円（１９，３６３，３００円の増額）

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第５１号議案

専決処分の承認について

大村市税条例及び大村市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求める。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第５号

専 決 処 分 書

大村市税条例及び大村市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。

令和４年３月３１日

大村市長 園 田 裕 史
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大村市税条例及び大村市都市計画税条例の一部を改正する条例

（大村市税条例の一部改正）

第１条 大村市税条例（昭和２５年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

第２６条の６第１項第５号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２

０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民

法法人を含む。)」を削る。

第３２条の６第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２

項」に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１

条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。

第５３条の２中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）」を加える。

第５３条の３中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）」を加える。

附則第５項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固定資

産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。

附則第１０項の４中「附則第１５条第２３項」を「附則第１５条第２２項」に改

める。

附則第１０項の５中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項

第１号」に改める。

附則第１０項の６中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項

第２号」に改める。

附則第１０項の７中「附則第１５条第２４項第３号」を「附則第１５条第２３項

第３号」に改める。

附則第１０項の８中「附則第１５条第２５項第１号」を「附則第１５条第２４項

第１号」に改める。

附則第１０項の９中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項

第２号」に改める。
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附則第１０項の１０中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２

６項第１号イ」に改める。

附則第１０項の１１中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第２

６項第１号ロ」に改める。

附則第１０項の１２中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２

６項第１号ハ」に改める。

附則第１０項の１３中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２

６項第１号ニ」に改める。

附則第１０項の１４中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２

６項第２号イ」に改める。

附則第１０項の１５中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１５条第２

６項第２号ロ」に改める。

附則第１０項の１６中「附則第１５条第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２

６項第２号ハ」に改める。

附則第１０項の１７中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２

６項第３号イ」に改める。

附則第１０項の１８中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２

６項第３号ロ」に改める。

附則第１０項の１９中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２

６項第３号ハ」に改める。

附則第１０項の２０中「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第２９項」に

改める。

附則第１０項の２１中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に

改める。

附則第１０項の２２中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に

改める。

附則第１０項の２３中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」に

改める。

附則第１０項の３６中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、

「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改
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修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。

附則第１０項の３８中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修

等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等

住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。

（大村市都市計画税条例の一部改正）

第２条 大村市都市計画税条例（昭和３５年大村市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改める。

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第

３４項」に改める。

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第

３９項」に改める。

附則第６項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市計

画税にあっては、１００分の２．５）」を加える。

附則第１４項中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６項、

第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２項若し

くは第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５項、

第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項」に

改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の大村市税条例の

規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一

部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附
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則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第３条 第２条の規定による改正後の大村市都市計画税条例の規定は、令和４年度以

後の年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。
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第５２号議案

専決処分の承認について

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により議会の承認を求める。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第６号

専 決 処 分 書

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、緊急を要するため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分する。

令和４年３月３１日

大村市長 園 田 裕 史
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大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。

第１１条第２項ただし書中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に改め、

同条第３項ただし書中「１９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。

第２５条第１項中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に、「１９０，０

００円」を「２００，０００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大村市国民健康保険条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。
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第５３号議案

専決処分の承認について

令和３年９月２１日開催の大村市議会定例会において議会の議決を受けた「市道路

線の認定について（令和３年第６９号議案）」の一部を変更することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求める。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第４号

専 決 処 分 書

令和３年９月２１日開催の大村市議会定例会において議会の議決を受け

た「市道路線の認定について（令和３年第６９号議案）」の一部を変更する

ことについて、緊急を要するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。

令和４年３月３１日

大村市長 園 田 裕 史

記

表起点の欄中「池田新町」を「池田１丁目」に改める。
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報告第１号

専決処分の報告について

固定資産税の家屋調査における事故の被害者に対する損害賠償の額を定め和解する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第８号

専 決 処 分 書

固定資産税の家屋調査における事故の被害者に対する損害賠償の額を定め和解する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長

の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４

号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和４年５月２５日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額 ２５，７４０円

２ 損害賠償の相手方

( 30 )



報告第２号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和４年６月１０日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第７号

専 決 処 分 書

令和３年９月２１日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和４年３月１６日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「新大村駅

周辺地区東口駅前広場シェルター建築工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のと

おり変更する契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６

３号）本則第８号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和４年５月２３日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 １８７，９９５，５００円

変更後 １８９，４９２，６００円（１，４９７，１００円の増額）
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